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南 越 前 町 

社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会 

  



 

  



 

 

町長あいさつ 

 

近年、少子高齢化の進行に加え、人々の価値観やライフ

スタイルの多様化により地域のつながりが希薄化し、ひき

こもりや虐待、孤独死といった深刻な社会問題が顕在化し

ています。  

また、高齢の親が長期間ひきこもり状態となった子の面

倒をみる、いわゆる「８０５０問題」や、介護と育児を同

時に担う「ダブルケア」など、それぞれの世帯で抱える生

活上の問題が複雑化・複合化しております。本町におきま

しても、高齢者のみの世帯の増加や出生数の減少が続いて

おり、地域との一層のつながりや支え合いが求められてお

ります。 

このような中、本町は豊かな自然や恵まれた歴史文化を背景に、誰もがいつまでも住み

続けたいと思えるまちづくりを目指し、地域住民や多様な主体との協働により様々な施策

を推進しております。 

そしてこのたび、地域共生社会の実現に向けた取り組みを一層深化するため、地域にお

ける福祉の包括的な指針となる「第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策

定いたしました。この計画は、地域における高齢者・障がい者・児童その他の福祉に関し

共通して取り組むべき事項を定めた「地域福祉計画」と、地域住民が主体となって地域課

題の解決を図るために社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」を一体的に策定し

たものです。また再犯の防止等の推進に関する法律に基づく南越前町再犯防止推進計画も

内包しています。 

今計画では、基本理念を「～誰もが誰かの役に立てるまち～ みんなでつくろう とも

に生きる 南えちぜん」といたしました。地域共生社会の実現には、地域住民の皆さん一

人ひとりの主体的な活動と、行政や関係機関との協働が不可欠です。 

こうした考え方のもと、「安全安心なくらしを支える体制づくり」「見守り支え合う人づ

くり」「協働による地域づくり」の３つを基本目標に、積極的な情報発信を行いながら、相

談体制の充実や福祉サービスの質の向上、人材養成、公私協働などを進めてまいります。 

終わりに、本計画の策定にご尽力をいただきました南越前町地域福祉計画等策定委員の

皆さまをはじめ、「地域で支え合い助け合う福祉のアンケート調査」にご協力いただきまし

た方々に厚く御礼を申し上げますとともに、計画の推進に向け、地域、関係機関の皆様の

ご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

 南越前町長  仲 倉 典 克  



 

 

社会福祉協議会長あいさつ 

 

町民の皆様にはおかれましては、平素より当社会福祉協

議会の事業推進に格別のご理解、ご協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

私たちの地域を取り巻く環境は、少子高齢化や人口減少

の進行のほか、地域コミュニティの変化など地域基盤に大

きな影響をもたらしております。一人暮らし高齢者や高齢

者のみ世帯、孤立した高齢者世帯の増加、核家族化や若い

世代の流出、家族介護力の低下や担い手不足など地域の福

祉課題は多種多様化している現状であります。 

これまで当社会福祉協議会では「住民参加のつながりで 

ともに生き ともに支え合い ともに幸せを感じること

のできる 誰もが安心して笑顔で暮らせるまちづくりをすすめます」を基本理念に掲げ、

地域福祉活動に取り組んでまいりました。 

今後は、より一層、関係機関（団体）や住民一人ひとりが担い手として役割をもち、福

祉コミュニティや地域社会をともにつくることで、住民が自立した生活を営むことのでき

る体制づくりを進めていくことが求められます。 

本町におきましては、行政や社会福祉協議会が担う役割、また住民の皆さまが担う役割

をそれぞれが果たせるよう、今回「第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画」を

策定いたしました。 

社会福祉協議会は地域福祉を推進することを目的とした団体として、今後さまざまな関

係者・行政等と協働して地域生活課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことがで

きる地域づくりを一層推進してまいります。 

計画策定にあたり、慎重な議論・協議をいただきました策定委員の皆さま、「地域で支え

合い助け合う福祉のアンケート調査」にご協力いただきました皆さまに対しまして、心よ

り感謝申し上げます。 

最後に、この計画が地域の未来をともにつくるための道しるべとなるよう、引き続き皆

さまのお力添えをお願い申し上げます。今後とも、温かいご協力とご参加を心よりお願い

申し上げます。 

 

令和８年３月 

 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会会長  北 野  徹  
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第１章    基本的な考え方 

 

 

１ 地域福祉計画について 

（１）地域共生社会の実現に向けて 

今日、私たちの社会は、人口減少や少子高齢化の進展に加え、単身世帯の増加や地縁の

希薄化など、大きな構造的変化の中にあります。これに伴い、いわゆる「８０５０問題」

や「ヤングケアラー」、「ダブルケア（育児と介護の同時進行）」など、単一の福祉制度では

対応しきれない複雑化・複合化した生活課題が顕在化しています。 

こうした背景から提唱されたのが「地域共生社会」です。これは、制度・分野ごとの「縦

割り」や、「支え手」「受け手」という固定的な関係を超え、住民・行政・多様な主体が我

が事として参画し、人と人、人と資源が世代や属性を問わずつながることで、誰もが自分

らしく生きがいを持って暮らすことができる社会をいいます。本町においても、この「地

域共生」の理念を福祉施策の根幹に据え、地域全体で支え合う仕組みづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

   

 生活環境の 

変化 

人と人とのつ

ながりが希薄 

価値観の 

多様性 

少子化・高齢

化・人口減少 

  時の支 

の 要性 

   護支 

の重要性 

活動の担い手

の  の 

  さ 

地域を取り巻く 

環境の変化 

●地域の環境の変化により、様々な支 ニーズが表面化している 

●高齢者・子ども・障がいのある方・生活 窮といった対象者ごとの支 体制

だけでは、人びとが持つ様々なニーズへの対応が   

地域共生社会の実現が必要 

資料：厚生労働省 
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（２）地域福祉計画とは 

地域福祉計画は、地域共生社会の理念を踏まえ、福祉制度の縦割りを超え、横断的な課

題や制度の狭間の課題について住民の主体性を引き出し、地域に暮らす全ての人が共に支

え合える環境を整えるために市町村が策定する行政計画です。社会福祉法では、福祉の各

分野（高齢者、障がい者、児童など）の共通事項を定め、地域福祉を推進するための「上

位計画」として位置づけられています。 

 

 

（３）地域福祉を進める重要な視点 

地域福祉の推進においては、個

人、地域社会、行政がそれぞれの役

割を果たしながら連携・協力して

いくことが重要です。 

個人や家族が取り組む「自助」、

近所の住民や地域の団体等による

「互助」、社会 険制度およびサー

ビスなどの「共助」、そして行政等

による「公助」という視点による役

割分担を基本として、住民の自主

的な活動と関係団体の活動や公的

サービスが連携・協力し、協働で課

題解決に取り組むことが 要とな

ります。 

  

  

資料：厚生労働省 「自助・互助・共助・公助」からみた 

地域包括ケアシステム 
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２ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の背景 

本計画は、社会福祉法第１０７条に基づき、地域福祉の推進に関する基本的事項を定め

るために策定するものです。令和２年の法改正により、属性を問わない包括的な支 体制

の整備として、制度の狭間にある課題に対しても断らない相談支 や参加支 を一体的に

提供する支 のあり方を明示し、複雑な生活課題を抱える世帯を早期に把握し、適切な支

 につなげる体制を構築することを目指しています。 

当町においても自然  や感染症などによる脅威や不安も高まる中、経済的な生活 窮

や高齢者のみの世帯が増えるなどの要因から、複合的かつ長期的な支 が 要となってい

る状況にあります。 

このような背景を踏まえ、社会情勢や制度の変化に対応するため、本町で令和３年３月

に策定した「第４次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画」が令和７年度に終了する

ことから、新たに「第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画」（以下、「本計画」

という）を策定します。また本計画は、再犯の防止等の推進に関する法律第８条第１項に

基づく南越前町再犯防止推進計画も内包するものとします。 

 

 

３ 計画の位置づけと期間 

（１）地域福祉計画と地域福祉活動計画について 

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条の規定に基づく市町村地域福祉計画に相当しま

す。一方、地域福祉活動計画は、地域住民が主体となって地域課題の解決をはかるために、

同法１０９条の規定に基づいて組織された社会福祉協議会が策定する民間の計画です。 

この両計画は地域福祉を推進していく車の両輪としてともに欠かせないものであり、両

計画の連携が重要であることから、本計画は両者を一体のものとして策定します。 
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（２）他計画との関連 

本計画は、本町における福祉関係の個別計画を包括する計画として位置づけられます。

また、主として人口減少対策や地方創生に向けた「南越前町人口ビジョン」および「デジ

タル田園都市構想総合戦略」、そのほか国や県の関連計画等との整合性をはかり策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢の変化や計画の進捗状況などにより計画の見直しが 要な場合は、計

画期間中であっても改定や変更を行うものとします。 

 

  

南越前町障がい者計画 

南越前町障がい福祉計画 

南越前町障がい児福祉計画 

南越前町高齢者福祉計画・介護 険事業計画 

南越前町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策

行動計画 

南越前町子ども・子育て支 事業計画 

その他関連する 健・福祉計画や方針等 
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南越前町再犯防止推進計画 
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４ 計画の策定体制 

（１）策定委員会による協議 

町民組織の代表者、民生委員児童委員、ボランティア団体の代表者、福祉団体等の代表

者、社会福祉施設の代表者、行政等で構成される「南越前町地域福祉計画等策定委員会」

を設置し、計画内容の協議を行いました。 

 

 

（２）町民アンケートの実施 

町民の地域福祉に関する課題やニーズ等を把握し、計画策定の基礎資料とするため、

１８歳以上８０歳未満を対象に町民アンケートを実施しました。 

郵送による配布・回収及びＷＥＢによる回答とし、配布数１,０００件に対し、回収数

３７９件（回収率37.9％）となりました。 

 

 

（３）庁内ワーキングチーム会議の実施 

「庁内ワーキングチーム会議」を設置し、関係各課と課題の共有と改善策について協議

を行いました。 

 

 

（４）パブリックコメントの実施 

計画内容について幅広い意見を収集し最終的な意思決定を行うため、計画素案に対する

意見募集（パブリックコメント）を令和８年２月３日から２月１７日まで実施しました。 
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第２章    本町を取り巻く状況 

 

 

１ 統計からみる現状 

（１）人口の推移 

本町の総人口は年々減少を続けており、令和６年度は令和２年度と比較して８３０人

（8.0％）減の９,５００人となっています。 

年齢３区分別でみると、どの年齢層も減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年度１０月１日現在） 

 

人口の推移を年齢３区分別の構成比でみると、０～１４歳人口と１５～６４歳人口の割

合は年々減少しています。一方で６５歳以上人口の割合は年々して増加しており、令和５

年度以降は38.0％を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年度１０月１日現在）  

1,169 1,125 1,089 1,035 1,003 

5,390 5,234 5,088 4,905 4,806 

3,771 3,773 3,743 3,705 3,691 

10,330 10,132 9,920 9,645 9,500 
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０～14歳 15～64歳 65歳以上
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（２）人口動態 

① 社会動態 

人口の社会動態（転入と転出の状況）をみると、すべての年で転出数が転入数を上回っ

ており、人口減少の一因となっています。 

社会減の数は、令和５年で１０８人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井県統計年鑑（各年、前年１０月から１年間の推移） 

 

 

② 自然動態 

人口の自然動態（出生と死亡の状況）をみると、すべての年で死亡数が出生数を上回っ

ており、人口減少の一因となっています。 

自然減の数は、令和５年で１６５人となっており、過去５年間で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井県統計年鑑（各年、前年１０月から１年間の推移） 
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- 

- 

- 

- 
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（３）世帯数の状況 

① 核家族世帯数の推移 

核家族（夫婦または親子二世代だけの家族）世帯の数は、平成２７年にやや減少したも

のの、概ね増加傾向となっています。 

全世帯に占める核家族世帯の割合は、年々増加しており、令和２年は52.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

② ひとり親世帯数の推移 

ひとり親世帯の数は、概ね増加傾向となっており、令和２年では父子世帯が８世帯、母

子世帯が２５世帯の合計３３世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

1,614 1,664 1,670 1,669 1,698 

43.1
47.0 48.6 50.0 52.1

0.0
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0
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1,000

1,500

2,000
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3,000
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核家族世帯数（世帯） 核家族世帯比率（％）

4 4 5 
11 8 
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20 
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25 

31 
33 

0
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20

30
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（世帯）

父子世帯 母子世帯
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（４）高齢者世帯数と高齢化率の推移 

令和７年４月時点の６５歳以上の高齢者単身世帯は18.7％、高齢者夫婦世帯※は13.2％

と令和３年以降増加しており、ともに県と比較しても高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：世帯 

 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 

総世帯数 3,424 3,392 3,355 3,344 3,334 

65 歳以上の親族のいる世帯 2,485 2,464 2,448 2,419 2,395 

 高齢単身世帯 605 609 612 620 625 

高齢夫婦世帯 418 424 432 433 440 

※ 高齢者夫婦世帯：夫婦ともに６５歳以上の一般世帯 

資料：高齢者福祉基礎調査（各年４月１日） 

 

高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の割合）の推移をみると、令和元年以降、年々

増加しており、令和５年は令和元年と比較して3.1ポイント増の39.7％となっています。全

国や県と比較しても高い水準となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国 総務省「人口推計」（各年１０月１日現在）  

県・町 福井県統計年鑑（各年１０月１日現在） 

  

36.6
37.7

38.5 38.9
39.7

30.5 30.8 31.1 31.3 31.6

28.4 28.6 28.9 29.0 29.1

25.0

30.0

35.0

40.0

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（％）

南越前町 福井県 全国

17.7 18.0 18.2 18.5 18.7

12.2 12.5
12.9 12.9 13.2

15.2 15.5 15.8 16.0 16.3

10.9 11.0 11.1 11.2 11.4

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

（％）

高齢者単身世帯（南越前町） 高齢者夫婦世帯（南越前町）

高齢者単身世帯（福井県） 高齢者夫婦世帯（福井県）
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（５）要支 ・要介護認定者数の状況 

令和６年度は令和２年度と比較して総人口は約８％、高齢者人口は約3.6％減少してい

る中、要支 ・要介護認定者の数は２６人（4.0％）減の６１３人で、やや減少傾向となっ

ています。 

６５歳以上人口に占める要支 ・要介護認定者の割合（認定率）をみると、ほぼ横ばい

であり、県、国と比較しても低く推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省「介護 険事業状況報告」 
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（６）障 者手帳所持者の状況 

障 者手帳所持者の数は平成２７年度をピークに減少傾向にあり、令和６年度は令和２

年度と比較して８２人（10.2％）減の７２１人となっています。 

手帳の種別でみると、身体障 者手帳所持者は17.5％減の５０５人、療育手帳と精神障

 者 健福祉手帳所持者は概ね増加傾向となっています。 

また令和６年度の障 者手帳所持者に占める各手帳の種別割合は、身体障 者手帳が

70.0（県 66.7）％で、令和２年度と比較し約6.2％減少しています。このほか、療育手帳

が約16.2（県 15.0）％、精神障 者 健福祉手帳13.8（県 18.3）％を占め、県と比較

し精神障 者 健福祉手帳の割合が少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福井県障 福祉課   

36,228 35,601 34,872 34,270 33,468 

6,938 7,074 7,215 7,357 7,505 

7,287 7,774 8,131 8,655 9,167 

50,453 50,449 50,218 50,282 50,140 
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福井県

５年度

南越前町

６年度

福井県

６年度

（人）
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12 

（７）受刑者に占める再犯者の状況 

令和５年の福井県における再犯者率は、44.9％と国よりは低いものの依然高い状況にあ

ります。 

一方、受刑者（年内に新たに刑務所に入所した者）に占める再入者の割合は５９％と全

国（５５％）と比較し、高い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）将来推計人口 

国立社会 障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和５（２０２３）年

推計）」に基づく本町の将来人口推計によると、令和３２年（２０５０年）の総人口は５,

３６７人であり、令和２年（２０２０年）から約46.3％の減少になると見込まれます。 
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資料：人口推計用ワークシート（国提供） 

資料：第２次福井県再犯防止推進計画 

 福井県再犯防止推進計画 

 福井県再犯防止推進計画 

663 648 628 495 502 501 583 583 493 467 531 
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２ 町民アンケート調査からみる現状 

（１）町民アンケート調査の概要 

調 査地 域 南越前町全域 

調査対象者 １８歳以上の町民１,０００人（無作為抽出） 

調 査期 間 令和７年７月３０日（水）～８月１５日（金） 

調 査方 法 郵送による配布・回収及びＷＥＢによる回答 

回 収結 果 

回 収 数：３８０件 （郵送：２９７件、ＷＥＢ：８３件） 

有効回収数：３７９件 （郵送：２９６件、ＷＥＢ：８３件） 

有効回収率：37.9％ 
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（２）町民アンケート調査の主な結果 

① 住まいの地域の人との付き合いの程度について 

「顔が合えば立ち話をする程度」の割合が33.8％と最も高く、次いで「あいさつを交わ

す程度」の割合が30.9％、「 った時に何でも相談し、助け合える人がいる」の割合が15.3％

となっています。 

年代別にみると、年代が上がるほど「家を行き来するなど、親しく付き合っている」の

割合が高い傾向にあり、「あいさつを交わす程度」の割合が低く、３０歳代から７０歳代ま

で年代が上がるほど「 った時に何でも相談し、助け合える人がいる」の割合が高い傾向

にあります。また、１９歳以下・２０歳代で「顔が合えば立ち話をする程度」の割合が低

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 った時に何でも相談し、助け合える人がいる

家を行き来するなど、親しく付き合っている

顔が合えば立ち話をする程度

あいさつを交わす程度

ほとんど付き合いがない

隣近所にどんな人が住んでいるか分からない

無回答

回答者数 =

　 379 15.3 11.3 33.8 30.9

5.0
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0% 20% 40% 60% 80% 100%回答者数 =

19歳以下・20歳代 37

30歳代 43

40歳代 81

50歳代 114

60歳代 53

70歳代 46

8.1

4.7

11.1

19.3

17.0
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25.6

35.8

42.1

41.5

26.1
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② 住まいの地域の人との付き合いの考えについて 

「わずらわしいと感じることもあるが、互いに助け合えるよう大切にしている」の割合

が53.6％と最も高く、次いで「相談したり、助け合ったりすることは当然である」の割合

が23.7％、「わずらわしいことが多いので、あまり関わらないようにしている」の割合が

10.3％となっています。 

県調査と比較すると、「相談したり、助け合ったりすることは当然である」の割合が高く

なっている一方、「付き合いがなくても らない」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域活動が活発になるために重要なことについて 

「気軽に参加できる環境づくり」の割合が55.1％と最も高く、次いで「地域住民の理解・

協力」の割合が47.8％、「役員などの負担を軽減する役割分担などの組織運営」の割合が

31.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談したり、助け合ったりすることは当然である

わずらわしいと感じることもあるが、互いに助け合えるよう大切にしている

わずらわしいことが多いので、あまり関わらないようにしている

付き合いがなくても らない

その他

無回答

回答者数 = 379 ％

地域住民の理解・協力

地域の結びつき

気軽に参加できる環境づくり

活動の魅力ややりがいの発信・広報

役員などの負担を軽減する役割分担などの組織運
営

後継者など人材の育成

世代間の交流事業

行政や社会福祉協議会の支 

その他

無回答

47.8

30.6

55.1

16.4

31.4

19.8

11.3

12.7

2.9

3.4

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

町調査 379

県調査 1,049

23.7

18.4

53.6

51.3

10.3

14.3

8.7

14.0

2.9

1.4

0.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%回答者数 =

町調査 379

県調査 1,049

23.7

18.4

53.6

51.3

10.3

14.3

8.7

14.0

2.9

1.4

0.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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④ 日常生活の中で、不安や りごとが起こったときの相談相手について 

「家族、親戚、兄弟姉妹」の割合が87.1％と最も高く、次いで「友人、隣近所」の割合

が44.6％、「病院・医師」の割合が12.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 誰もが生きがいを感じながら、不安のない日々を送るために重要なことについて 

「健康増進の取り組み」の割合が50.4％と最も高く、次いで「生活 窮の解消」の割合

が39.8％、「  時の体制整備」の割合が31.7％となっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

家族、親戚、兄弟姉妹

友人、隣近所

役場

社会福祉協議会

地域包括支 センター（役場・社協）

こども家庭センター（役場）

ケアマネジャーやホームヘルパー

病院・医師

民生委員児童委員

障 者相談支 事業所

相談できる人がいない

誰にも相談しない

相談先がわからない

その他

無回答

87.1

44.6

8.7

1.6

2.1

0.3

4.0

12.1

0.3

0.5

0.8

4.0

1.6

2.4

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 379 ％

健康増進の取り組み

生活 窮の解消

就労支 の充実

地域での交流・見守りの充実

差別やいじめの防止

交通事故や犯罪の防止

相談体制の充実

  時の体制整備

その他

特にない

無回答

50.4

39.8

21.9

28.5

12.7

18.7

14.2

31.7

2.6

2.9

1.8

0 20 40 60 80 100
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⑥ 住まいの地域で周囲の人の手助けや行政の支 が 要だと思われる家庭の有

無について 

「一人暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭」の割合が45.6％と最も高く、次いで「介護

を要する人がいる家庭」の割合が28.2％、「障がいのある人（児）がいる家庭」の割合が

18.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 地域の民生委員児童委員の認知状況について 

「名前も活動内容も知っている」の割合が26.9％、「名前は知っているが、活動内容は知

らない」の割合が38.3％、「名前も活動内容も知らない」の割合が33.0％となっています。 

前回調査と比較すると、「名前も活動内容も知らない」の割合が増加しています。一方、

「名前は知っているが、活動内容は知らない」「名前も活動内容も知っている」の割合が減

少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

一人暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭

介護を要する人がいる家庭

障がいのある人（児）がいる家庭

引きこもりや不登校の子供がいる家庭

虐待の疑いがある家庭

ヤングケアラー（家族の介護や育児などを行う子
ども）のいる家庭

子育てが大変そうな家庭

生活が 窮している（または、そう思われる）家
庭

県外からの移住者や外国人のいる家庭

その他

特にいない

わからない

無回答

45.6

28.2

18.5

12.7

9.5

9.2

9.8

13.7

5.5

1.1

16.9

26.6

2.1

0 20 40 60 80 100

名前も活動内容も知っている 名前は知っているが、活動内容は知らない

名前も活動内容も知らない その他

無回答

回答者数 =

今回調査 379

前回調査 531

26.9

33.0

38.3

50.7

33.0

15.6

1.3

0.2

0.5

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%回答者数 =

町調査 379

県調査 1,049

23.7

18.4

53.6

51.3

10.3

14.3

8.7

14.0

2.9

1.4

0.8

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑧ 成年後見制度の認知状況について 

「名称は知っているが、内容は知らない」の割合が35.1％と最も高く、次いで「名称も

内容も知っている」の割合が31.7％、「名称も内容も知らない」の割合が31.1％となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 再犯防止の取り組みがすすめられていることについて 

「知らない」の割合が43.5％と最も高く、次いで「聞いたことはあるが、詳しくは知ら

ない」の割合が38.8％、「特に協力はしていないが、取組は知っている」の割合が16.1％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

名称も内容も知っている

名称は知っているが、内容は知らない

名称も内容も知らない

制度を 用している、または手続き中

制度を 用したいが、どのような手続きをしたらよいのかわからない

無回答

回答者数 =

　 379 31.7 35.1 31.1 1.6 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

再犯防止の取組を知っており、協力している

特に協力はしていないが、取組は知っている

聞いたことはあるが、詳しくは知らない

知らない

無回答

回答者数 =

　 379 1.1 16.1 38.8 43.5 0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑩ 福祉サービスに関する情報の入手方法について 

「町の広報紙・ホームページ」の割合が52.2％と最も高く、次いで「家族、友人、隣近

所」の割合が39.8％、「インターネット」の割合が19.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

家族、友人、隣近所

役場の窓口

町の広報紙・ホームページ

社会福祉協議会の窓口、広報紙、ホームページ

ケアマネジャーやホームヘルパー

地域包括支 センター（役場・社会福祉協議会）

こども家庭センター（役場）

医療機関（かかりつけ医）

民生委員児童委員

障 者相談支 事業所

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ

インターネット

その他

特にない

無回答

39.8

15.0

52.2

16.6

11.9

7.4

1.1

5.8

2.1

1.3

17.9

19.5

2.9

9.8

0.5

0 20 40 60 80 100
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⑪ 南越前町の障がい福祉で、急がれる取り組みについて 

「障がい者が生活しやすい環境づくり」の割合が38.3％と最も高く、次いで「家族介護

者等への支 」の割合が37.5％、「就労できる場所や施設」の割合が26.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 南越前町の子ども・子育て福祉で、急がれる取り組みについて 

「子どもの学習やスポーツ活動の支 」の割合が36.9％と最も高く、次いで「病児 育

の充実」の割合が29.3％、「 育料等経済的負担の軽減」の割合が28.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

障がい者が相談しやすい体制づくり

障がい者が生活しやすい環境づくり

  時の避 対策

家族介護者等への支 

見守り・声かけ

年齢や障がいの有無にかかわらず地域で活動でき
る場

就労できる場所や施設

外出支 ・移動支 

その他

特にない

わからない

無回答

26.1

38.3

20.1

37.5

13.2

12.9

26.4

15.6

0.8

4.2

12.7

1.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 379 ％

障がいがある子どもの心身の発達を促す取り組み
（放課後デイサービスの充実等）

病児 育の充実

児童虐待防止の充実

 育料等経済的負担の軽減

遊び場の環境整備

子どもの学習やスポーツ活動の支 

地域で活動できる場

その他

特にない

わからない

無回答

25.1

29.3

9.0

28.2

27.4

36.9

20.1

2.6

5.0

16.6

1.8

0 20 40 60 80 100
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⑬ 南越前町の高齢者施策で、急がれる取り組みについて 

「介護が受けられる入所施設の整備」の割合が45.9％と最も高く、次いで「交通手段の

  （外出しやすい支 ）」の割合が37.7％、「高齢者の生きがいや居場所づくり」の割合

が36.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 南越前町の生活 窮（経済的問題など）施策で、急がれる取り組みについて 

「就労（仕事につく）支 」の割合が52.5％と最も高く、次いで「家計の立て直しへの

助言・支 」の割合が36.9％、「住まいに関する支 」の割合が31.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

健康増進など介護予防に向けた支 

高齢者の生きがいや居場所づくり

デイサービスの充実

ホームヘルプサービスの充実

友愛訪問事業の充実

宅配サービスの充実

介護が受けられる入所施設の整備

相談体制の充実

交通手段の  （外出しやすい支 ）

その他

特にない

わからない

無回答

27.2

36.1

22.7

15.8

0.3

18.5

45.9

10.8

37.7

0.8

2.9

9.0

0.5

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 379 ％

住まいに関する支 

就労（仕事につく）支 

家計の立て直しへの助言・支 

子どもの学習や進学等についての子どもと 護者
への支 

その他

特にない

わからない

無回答

31.4

52.5

36.9

30.1

1.3

4.0

19.0

1.1

0 20 40 60 80 100
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⑮ 再犯防止を推進するにあたり、 要な取り組みについて 

「犯罪特性に応じた指導及び支 」の割合が60.2％と最も高く、次いで「就労支 ・就

業の機会の  」の割合が45.9％、「再犯防止体制の整備」の割合が39.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

犯罪特性に応じた指導及び支 

就労支 ・就業の機会の  

住居の  

住民の理解（地域での見守り・交流など）

再犯防止体制の整備

更生 護施設への 助

民間団体への 助

医療や福祉サービスの提供

その他

無回答

60.2

45.9

16.9

33.2

39.1

20.1

4.7

8.2

2.9

4.2

0 20 40 60 80 100
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⑯ 防 に対する日頃からの取り組みや  等の緊急時の対応について 

「①  時の避 場所を知っていますか」で“はい”が、「⑤  ボランティアセンター

を知っていますか」で“いいえ”が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 = 379

①  時の避 場所を知って
　いますか

②日頃から地域の防 訓練に
　参加していますか

③隣近所で見守りが 要な人
　（高齢者・障がいのある人
　等）がいる世帯を把握して
　いますか

④  等の緊急時に、避 所
　への誘導等の手助けはでき
　ますか

⑤  ボランティアセンター
　を知っていますか

⑥  ボランティアセンター
　のボランティアとして登録
　・活動に関心がありますか

⑦自らが被 したときに、 
　 ボランティアセンターか
　らのボランティア派遣を希
　望しますか

87.1

33.8

43.5

55.7

23.0

27.4

60.7

12.1

65.4

55.4

41.2

74.9

70.2

35.9

0.8

0.8

1.1

3.2

2.1

2.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑰ 大地震などの  に備えて、地域で 要な備えについて 

「隣近所での住民同士の日頃のつながりと助け合い」の割合が49.6％と最も高く、次い

で「隣近所での避 場所や避 方法を話し合って、決めておく」の割合が47.5％、「高齢者

や障がい者（児）などの支 を 要とする人たちへの支 体制の整備」の割合が36.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ ボランティア活動への参加状況について 

「地域の祭りやイベントなどに参加したことがある」の割合が55.1％と最も高く、次い

で「地域の清掃活動に参加したことがある」の割合が53.6％、「町内会・自治会活動に参加

したことがある」の割合が41.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

地域の祭りやイベントなどに参加したことがある

地域の防 訓練・防 活動などに参加したことが
ある

地域の清掃活動に参加したことがある

地域の防犯・交通安全活動に参加したことがある

町内会・自治会活動に参加したことがある

子ども会活動・青少年青成活動に参加したことが
ある

老人クラブ活動に参加したことがある

地区まちづくり協議会活動に参加したことがある

その他の活動に参加したことがある

参加したことはないが興味はある

参加したことがない

無回答

55.1

34.8

53.6

9.0

41.2

36.9

2.6

7.4

5.0

4.0

21.9

1.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 = 379 ％

隣近所での避 場所や避 方法を話し合って、決
めておく

隣近所での住民同士の日頃のつながりと助け合い

高齢者や障がい者（児）などの支 を 要とする
人たちへの支 体制の整備
防 士など、  時に役立つ専門技術や知識をも
つ人材の育成

防 教育・訓練の実施

心肺蘇生法、応急手当などの救命講習会の開催

地域の行事などでの防 意識の啓発

その他

特に備えは 要ない

無回答

47.5

49.6

36.4

19.0

31.7

17.4

23.0

1.6

1.3

2.6

0 20 40 60 80 100
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⑲ あなたはボランティア活動をしたい（続けたい）かについて 

「はい」の割合が51.7％、「いいえ」の割合が47.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

⑳ 南越前町の福祉全般の取り組みの満足度について 

「満足している」「やや満足している」を合わせた“満足している”の割合が42.8％、「あ

まり満足していない」「満足していない」を合わせた“満足していない”の割合が12.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい いいえ 無回答

回答者数 =

　 379 51.7 47.2 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足している やや満足している あまり満足していない

満足していない わからない 無回答

回答者数 =

　 379 10.3 32.5 9.8 2.6 43.8 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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㉑ 南越前町の福祉を進めるために自分自身ができることについて 

「近所や集落の人とのあいさつ」の割合が68.3％と最も高く、次いで「集落や地域、町

の行事への協力」の割合が45.4％、「集落内の美化活動」の割合が28.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 379 ％

近所や集落の人とのあいさつ

子どもたちの登下校の見守り活動

ひとり暮らし高齢者等への声掛け・見守り

集落や地域、町の行事への協力

福祉団体に所属しての活動

自分の趣味や特技を生かせるサークルへの参加

ひとり暮らし高齢者宅等の日常的なゴミ出し

地域ふれあいサロンへの参加・協力

集落内の美化活動

エコキャップや古切手の収集

その他

特にない

無回答

68.3

17.2

25.1

45.4

4.2

14.5

6.6

10.0

28.0

17.7

0.8

10.6

1.3

0 20 40 60 80 100
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３ 庁内ワーキングチームから出てきた現状 

関係各課が参加する庁内ワーキングチームにおいて、本町の地域福祉に関する現状や課

題を整理しました。 

 

【庁内関係課からの意見】 

カテゴリ 現状（ りごと）  要な対応 

高齢・障がい 
高齢者と障がい者のいる家庭の課題

の把握が   
早期の世帯把握と、早期のサービス受

給（手帳等）の   

生活 窮 
滞納（税・公共料金）や金銭管理の不

全 

相談対応の体制強化と、連携・調整の

場づくり 

移動・外出 
交通手段の 用  （認知機能低下

等） 

孤立防止も含めた身近な支 者の 

 、予約など不便な部分への支  

防 ・地域 
避 支 者の不足、地域役職の担い手

不足 

地縁・血縁によらない新たな協力体制

の構築 

生活環境 片付け  、不適切なペット飼育 早期の情報共有と適正飼育の啓発 

住宅支  
 証人不在による町営住宅への入居

   
家賃債務 証会社の活用等 

児童福祉 
長期休暇中の子どもの栄養悪化（欠

食） 
 窮・不登校児童への食生活支  

体制・人手 
複雑化した相談対応に対する職員の

マンパワー不足 
業務見直しと、調整ルールの整備 

 

【社会福祉協議会からの意見】 

カテゴリ 現状（ りごと）  要な対応 

移動・外出 

買い物後の荷物搬送、受診後の薬局移

動が   

乗降後の「歩行・運搬」を伴う付随支

 の検討 

予約制バス（デマンド型）の 用が 

  

予約代行支 のあり方や電話予約不

要な運行形態（定時・定路線）の検討 

防 ・地域 

新興住宅地の孤立、  情報の伝達遅

延 

地縁によらない情報伝達・安否 認体

制の構築 

緊急通報装置の深夜対応や鍵の管理 
平時からの親族・協力者との役割分担

の調整 

高齢・障がい 
介護者不在（独居・疎遠）による急病

対応 

主介護者がいない世帯への緊急時バ

ックアップ体制 

生活環境 
自力での粗大ごみ排出が  （不衛生

化） 

ごみ出し支 の仕組み化と相談窓口

の周知 

金銭管理 
親族がいても関わりがなく、生活費管

理が   

親族に頼れない層への成年後見制度

等の活用支  

家族関係 
親子関係の希薄化により、連絡や協力

が得られない 

家族の関与を前提としない支 スキ

ームの構築 
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４ 第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画の評価 

第４次地域福祉計画・地域福祉活動計画では、古くから培われた地域での支え合い、す

なわち“結（ゆい）”の精神に代表される地域住民同士の繋がりや絆を礎（いしずえ）とし、

誰もがいつまでも住み続けたいと思えるまちづくりをめざし、“共につむぐ 結のまち 

南越前町”を基本理念に置き、さらに「住民同士の交流の活性化」「支え合いによる地域福

祉の推進」「支 を 要とする人への取組みの推進」「相談支 体制の充実」を基本目標と

して地域福祉を推進してきました。 

第５次計画の策定にあたって、前計画（第４次）の全事業について、町と社会福祉協議

会による評価・検証を行いました。 

 

 

（１）基本目標ごとの評価結果 

① 行政（町）の評価 

施策の４段階評価の結果を基本目標ごとに集計すると、行政の評価は以下の通りとなり

ます。 

 

■「基本目標１ 住民同士の交流の活性化」 

「概ねできている」が100.0％となっています。 

■「基本目標２ 支え合いによる地域福祉の推進」 

該当事業はありません。 

■「基本目標３ 支 を 要とする人への取組みの推進」 

「概ねできている」が68.2％と最も多く、次いで「十分できている」が27.3％、「あま 

りできていない」が4.5％となっています。 

■「基本目標４ 相談支 体制の充実」 

「概ねできている」が83.3％と最も多く、次いで「十分できている」が16.7％となっ 

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.3

16.7

100.0

68.2

83.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本目標１

（全２事業）

基本目標２

（全０事業）

基本目標３

（全22事業）

基本目標４

（全６事業）

十分できている 概ねできている

あまりできていない まったくできていない
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② 社会福祉協議会（社協）の評価 

施策の４段階評価の結果を基本目標ごとに集計すると、社会福祉協議会の評価は以下の

通りとなります。 

 

■「基本目標１ 住民同士の交流の活性化」 

「概ねできている」が100.0％となっています。 

■「基本目標２ 支え合いによる地域福祉の推進」 

ニーズがなく取り組んでいない事業も含まれており、「あまりできていない」が50.0％と

最も多く、次いで「十分できている」と「おおむねできている」と「実施していない（ま

ったくできていない）」がともに16.7％となっています。 

■「基本目標３ 支 を 要とする人への取組みの推進」 

「概ねできている」が52.9％と最も多く、次いで「あまりできていない」が29.4％、「十

分できている」が17.6％となっています。 

■「基本目標４ 相談支 体制の充実」 

「概ねできている」が62.5％と最も多く、次いで「あまりできていない」が31.3％、「十

分できている」が12.5％となっています。 
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（２）基本目標ごとの課題 

■「基本目標１ 住民同士の交流の活性化」 

様々な活動や団体等において、高齢化や担い手不足が深刻化しており、担い手の育成

や負担軽減をはかることが重要です。住民が身近な地域で、負担なく交流ができるよ

うな支 を行うことが 要です。 

 

■「基本目標２ 支え合いによる地域福祉の推進」 

・ボランティア活動について、ボランティアセンターの機能や活動の周知が不足して 

います。  ボランティアセンターも含め、住民へ広く周知することが 要です。 

・アンケート調査や広報等を通じ、ボランティア活動への関心を高める事が望まれま 

す。 

 

■「基本目標３ 支 を 要とする人への取組みの推進」 

【高齢者福祉施策】 

今後、認知症高齢者や単身高齢世帯等の増加に伴い、医療や介護サービス以外にも、

在宅生活を継続するための日常的な生活支 を 要とする方の増加が見込まれます。

行政サービスのみならず、ＮＰＯ、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体によ

る包括的な支 体制を構築することが求められますが、同時に、高齢者の社会参加を

より一層推進することを通じて、元気な高齢者が生活支 の担い手として活躍するな

ど、高齢者が社会的役割をもつことで、生きがいや介護予防にもつなげる取り組みが

重要です。現在実施している事業内容によっては、事業の見直しも含めて検討してい

くことも 要です。 

 

【障がい者（児）福祉施策】 

各事業への 用者の固定化と高齢化が見られます。支 を 要とする対象者へ広く周

知し、新規の 用に向けた事業内容・方法の見直しが求められます。また、専門職の

人材  を含めた環境整備など、適時適切な支 体制を構築していく 要があります。 

 

【児童福祉施策】 

子どもの減少に伴い、人材の  、施設の管理を含めた安定的な事業の実施体制の構

築を検討し、ニーズに応じた 要なサービスを維持・継続していくことが重要です。

併せて、子どもの健やかな成長の視点を重視するとともに、子育てを地域全体で支え、

子どもも子育て世帯も幸せを感じられるような支 が求められています。 
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【母子・父子福祉施策】 

家庭や地域を取り巻く状況は変化し続けており、それぞれの環境等に十分に配慮しつ

つ、 要な支 を切れ目なく 障していくことが重要です。社会的な支 の 要性が

高い子どもや家庭に対し、それぞれの事情・状況に応じた支 を適切に行い、すべて

の子どもの育ちと家庭への支 を一体的に捉えた取り組みが 要です。 

 

【生活 窮者施策】 

生活 窮者を早期に把握し、その抱える課題が複雑化・深刻化する前に支 につなげ 

るためには、関係機関等による情報共有が有効です。今後も関係機関と連携し継続的 

に支 していくことが 要です。 

 

【健康づくり施策】 

高齢化を背景に、いつまでも住み慣れた地域で健康で長生きをすることが求められて

います。このため、若い世代から高齢者まで、健康的な生活習慣を身につけることが

できる環境づくりをはかるとともに、がん予防に向けた啓発などの取り組みが重要で

す。さらに、高齢者の孤立化を防ぐための対策や、心の健康づくりを促進する 要が

あります。 

 

■「基本目標４ 相談支 体制の充実」 

・生活 窮や障がい、判断能力の面で支 を 要とする人がいる家庭からの相談対応が

増加してきており、複合的な相談に対応できる体制づくりが 要です。 

・家族や関係者だけではなく、地域の見守りや支え合いにつなげる取り組みを促すため、

世代や属性を問わない、包括的かつ継続的な相談対応が 要です。 

・  を抱える人が、人としての尊厳を ち、その人らしい生活を送ることができるよ

う、虐待防止や成年後見制度の理解と周知をはかる 要があります。 
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５ 策定委員からの意見・提案 

策定委員からは、国や県と比較し要介護認定率が低く元気な高齢者が多いという統計結

果や、アンケート結果では地域の人との付き合いを大切にしている等の「町の強み」があ

るとの意見のほか、以下の提案が挙げられました。 

 

（１）相談支 と「孤独・孤立」対策 

・ひきこもり支 : 匿名性を担 したＳＮＳ（ＬＩＮＥ等）やチャットグループの活用、

広域（県・近隣市）連携、親の会の検討 等 

・単身世帯・若年層へのアプローチ: 地域に根差した見守り体制のほか、ＳＯＳを拾い

上げるためのポスティング等のアナログな手法とＳＮＳ等のデジタル手法を併用等、

情報提供の工夫 

・相談の「敷居」を下げる工夫: 気軽に話せる場から行政等への相談やサービスへ繋げ

る体制づくり 

・居場所や活動の場の拡充 

 

（２）地域活動の再構築と組織の維持 

・地域組織の活性化: 地域づきあいに肯定的な町民性を活かした参加の機会を推進。担

い手、指導者の育成支 と地域の実情に応じた柔軟な組織運営 

・参加の機会創出: 「活動に参加する機会がない」というアンケート結果から、町民が

気軽に参加・交流できる機会の拡大 

・ボランティア活動の促進: 自治会の清掃等のほか、ボランティア養成講座への勧奨や

活躍の場の推進 

 

（３）子ども・子育て支 の充実 

・居場所と食事の支 :地域の飲食店等と連携した子育て支 の拡充 

・不登校・教育支 : 不登校経験のある生徒等に対する学習面や社会性を育てる長期的

な視点でのフォローアップ体制の構築 

・子育て支 の手厚さを町の魅力としてアピール 

 

（４）  時支 と安全対策 

・個別避 計画の具体化: 避 行動要支 者一人ひとりに合わせた具体的な計画策定の

充実 

・医療的ケア児・ 病患者への対応: 停電時の電源  （蓄電池給付）や、福祉避 所・

医療機関との平時からの情報共有と連携の強化 
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（５）重要業績評価指標（ＫＰＩ）の採用と計画のＰＲ 

・町民の意識変化の評価: 単なる事業の実施回数だけでなく、アンケート等を通じて「町

民の意識がどう変わったか」を測るアウトカム評価の採用 

・理念の浸透と広報: 町の福祉理念が町民の記憶に残るように広報や看板設置などを通

じてＰＲ 

・次世代の担い手育成: 計画を支えるリーダーや担い手の育成の評価 

 

 

 

６ 状況のまとめ 

国の動向や本町を取り巻く状況から、第５次計画期間中に目指す地域のあり方をまとめ

ました。 

 

・不安や心配事を気軽に相談できる体制がある 

・ＳＯＳを出せない人に対し、その人にあった働きかけや支 策が充実している 

・ 要な人に福祉サービスが届いている 

・健康づくりや介護予防活動など、町民の主体的な活動と行政サービスや事業所活動が 

結びついている 

・地域の活動や交流に興味を持つ人が増えている 

・地域を支える人が増えている 

・町民の活動と参加が促され、福祉以外の分野との協働が進んでいる 

・事業者や町民、行政がお互いの強みを持ち寄り、地域の問題解決や共通の目標につい 

て協力しあえる体制がある 
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第３章    基本理念と基本目標 

 

 

 

１ 基本理念 

地域福祉計画および地域福祉活動計画の基本理念は、すべての町民が住み慣れた地域で

自分らしく安心して暮らし続けられる社会を実現しようとするものです。 

少子高齢化、人口減少、家族形態の変化、地域のつながりの希薄化など、地域を取り巻

く環境が大きく変化する中で、行政だけではなく、町民・地域団体・福祉関係者・企業な

ど、多様な主体が協働しながら地域課題の解決に取り組むことが求められています。 

本計画は、「ともに生きる（共生）」、「みんなでつくる（参加）」、「できることを活かす（自

立）」、「力を合わせる（協働）」、「地域全体をみる（包括性）」といった考え方のもと『 ～

誰もが誰かの役に立てるまち～ みんなでつくろう ともに生きる 南えちぜん 』を基

本理念として、地域の実情に応じた具体的な施策および活動を総合的かつ計画的に推進し

ます。 

 

～基本理念～ 

 

～誰もが誰かの役に立てるまち～ 

みんなでつくろう ともに生きる 南えちぜん 
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２ 基本目標 

本計画の基本理念に則り、以下の基本目標を定め、基本目標ごとに具体的な施策を推進

します。 

 

基本目標１ 安心安全なくらしを支える体制づくり 

自立した生活を支えるための様々な福祉サービスを 要とする人が適切に 用できる

よう、的 な情報提供を行うとともに、個々の状況に応じた相談体制の充実と良質なサー

ビス提供体制の整備をはかります。 

 

基本目標２ 見守り支え合う人づくり 

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日頃からの近所付き合いや地

域活動のほか、声かけや見守りなど、できることで支え合える人が増える仕組みづくりに

取り組みます。 

 

基本目標３ 協働による地域づくり 

様々な地域課題に対応した包括的な支 体制の構築を目指すとともに、地域、行政、社

会福祉協議会の連携をはじめ、専門機関との連携体制の強化をはかり、多様なニーズに応

じた仕組みづくりに取り組みます。 
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３ 施策の体系 

 

  
［ 基本理念 ］ 

［ 基本施策 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）気軽に相談できる体制の充実 

基本目標１ 

 
安心安全なくらしを支える

体制づくり 

（２）ＳＯＳを出せない人への支 策の充実 

（３）福祉サービスの適切な 用と質の向上 

（１）地域福祉への関心の醸成 

（２）地域福祉を推進する人材の養成 

（３）町民の主体的な活動と公共サービスの連携 

基本目標２ 

 
見守り支え合う人づくり 

（２）公私協働の促進 

基本目標３ 

 
協働による地域づくり 

（１）福祉以外の分野との横断的な連携と対応の

促進 

～誰もが誰かの役に立てるまち～ 
みんなでつくろう ともに生きる 南えちぜん 
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第４章    施策の展開 

 

 

 

１ 安心安全なくらしを支える体制づくり 

（１）気軽に相談できる体制の充実 

支 を 要とする人が、相談できないまま孤独・孤立に陥ることがないよう、多様化す

る生活課題に対応できる相談体制の充実をはかるとともに、地域、関係機関、団体、事業

所などとの協働のもと、包括的な支 に取り組みます。高齢者や障がい者、閉じこもり傾

向にある人にも活動への参加を促し、地域での役割や生きがいづくりにつなげます。 

 

【主な実施事業】 

■南越前町民生委員児童委員協議会 

日常の見守り活動などを通じ、本人や世帯の変化をいち早く察知し、関係機関へつなぎ

ます。そのために日頃から関係機関との連携をはかります。 

■こども家庭センター運営事業 

こども家庭センター （ 健福祉課内設置）において、妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、

妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、 要に応じてサポートプランの策定や

地域の 健医療又は福祉に関する機関との連絡調整等を行い、母子 健と児童福祉との

一体的な支 を提供します。 

■地域ふれあいサロン 

高齢者を中心とした交流や健康づくりの場として定着しているサロン会場で、協力員や

介護予防サポーターなどのボランティアを通じた暮らしの相談窓口の周知を行うととも

に、気がかりな家庭などの情報を得て 要な支 につなげます。 

■生活 窮、障がいなどに関する相談支 事業 

窓口での相談のほか、関係者との情報共有と協働による速やかな支 にあたります。ま

た、生活 窮者の早期発見のために、民生委員児童委員協議会などと協力し地域のネッ

トワークを構築します。 

■福祉総合相談事業 

暮らしの中のあらゆる相談に応じるとともに、関係機関と連携して福祉サービスにつな

げるなど、適切な 助や助言を行い課題解決に向けた取り組みを行います。 

■日常生活自立支 事業 

知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が不十分で支 を 要とする人に

対し、生活支 員による福祉サービスの 用 助や日常的な金銭管理などの支 を行い

ます。  
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■健診結果相談会 

健診会場で実施するストレスチェックや結果相談会において、健康づくりへの支 を行

うとともに、暮らしや家族についての相談については関係者と共有のうえ連携支 をし

ていきます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R7 

目標値 
R12 

民生委員・児童委員認知率 （名前も活動内容も知
っている人の割合） 

％ 26.9 35 

地域ふれあいサロンを年 12 回以上実施する会場 ％ 84.7 90 

健診結果相談会参加率 ％ 46（R6） 60 

福祉全般への取り組みへの満足度（満足してい
る・やや満足している）人の割合 

％ 42.8 60 

 

 

（２）ＳＯＳを出せない人への支 策の充実 

自らＳＯＳを出すことができない人や支 が届きにくかった人たち、支 が途中で途絶

えてしまっている人たちにも切れ目のない支 を続けられるように、きめ細やかな相談体

制を整え、ひとり一人に寄り添った支 を進めていきます。 

 

【主な実施事業】 

■対象者を限定しない「居場所」から「活躍の場」事業 

障がい、ひきこもり、不登校などそれぞれの  さを抱える人が、日中家から離れて過

ごすことのできる「居場所」を新設し、心配や不安などに寄り添いながら適切な支 へ

つなげます。 

■高齢者、障がいのある人、児童に対する虐待の防止 

認知症、知的障がい及び精神障がい等により判断能力の面で支 を 要とする人の  

を守ることができるよう、成年後見制度の啓発に努め、 要な人に対する制度の普及を

はかります。また、子どもへの虐待防止のための対策を図っていきます。 

■ 育カウンセラー配置事業 

発達に気がかりな子どもや障がいのある子どもの養育に関して、 護者や 育者が 育

カウンセラーに気軽に相談したり、専門的な助言を受けられる環境（すくすくルーム（ 

護者の迎えの時間に合わせた個別相談）、巡回発達相談など）を整備することにより、 

護者及び 育者の養育不安の軽減や、子どもの健全な養育環境を整備します。 

■すくすくカフェ 

発達に気がかりな子どもや障がいのある子どもを養育する 護者に対して、 健・福祉・

教育等の専門家から様々な情報が得られる 護者同士の交流会（すくすくカフェ）にて、

 護者からの様々な相談をお受けします。 
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■ひとり親家庭への支  

日頃からのサービス情報の提供、 健師の声かけや訪問による観察、不安を感じた際に

相談ができる体制の充実をはかります。 

■自殺対策、孤独死対策 

民生委員児童委員や地域包括支 センター職員による訪問、孤立しやすい世帯の情報共

有と連携により、生活 窮対応や受診勧奨などの早期支 につなげます。 

■個別避 計画 

区長や民生委員児童委員、関係機関と連携し、特に医療的ケアが 要な 病のある方や

障がい者、障がい児の実効性を伴った避 計画を策定し、  に対する不安を軽減して

いきます。 

■ふく福くらしサポート事業（生活  者総合相談・生活支 事業） 

県内社会福祉法人の連携により、 要な制度やサービス・支 活動につなげたり具体的

な生活課題の解決をはかることで、生活  者等の自立生活に向けた支 を行います。 

■生活 窮者緊急食糧支 事業 

所持金がなく食料調達が  な生活 窮者などに対し、一時的な 窮状態を回避するた

め、緊急的に食料を支給します。 

■生活福祉資金貸付事業 

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などの生活の安定と経済的自立、福祉の増進を

はかるため、民生委員児童委員の相談支 を得て、生活福祉資金の貸付・償還指導を行

います。 

 

   南越前町再犯防止推進計画  

犯罪を起こした方々が円滑に社会の一員として復帰できるようにするとともに、町民が

その更生について理解を深め、犯罪のない安全で安心な地域社会を実現していくため、啓

発活動、就労や住居の  への支 などを行っていきます。 

■周知啓発活動 

罪を犯した人の社会復帰や再犯防止につなげるため、 護観察所や越前地区更生 護 

サポートセンター、 護司会などと連携し、〝社会を明るくする運動″を通じた更生 

 護の取組や役割などについて周知啓発活動に取り組みます。 

■就労・住居の   

 護司や関係部局、県などとの連携により社会復帰された方の就労支 や住まいの  

に努めます。 

■子ども達の見守り 

子ども達が犯罪の被 者・加 者にならないよう、地域や学校と連携した見守り活動 

や非行防止に取り組みます。 

■薬物乱用対策 

薬物乱用による依存症や精神障 、薬物を手に入れるための犯罪などの弊 を認識し、 

薬物乱用を許さない環境を作っていきます。 
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【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R7 

目標値 
R12 

対象者を限定しない「居場所」の数 か所 0 1 

成年後見制度認知率（名前も内容も知っている人
の割合） 

％ 31.7 35 

自殺による死亡者数（期間：自殺対策行動計画） 人 5（R2～6） 0（R7～10） 

個別避 計画策定率 ％ 64.4 70 

不安や りごとを 「誰にも相談しない」（単身者）
人の割合 

％ 13.6 10 

再犯防止の取り組み認知率 ％ 17.2 25 
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（３）福祉サービスの適切な 用と質の向上 

地域において福祉サービスや地域での支えあい・助けあいの活動を 用しながら自立し

た生活が送れるよう、適時適切な福祉サービスの 用を促し、質の向上に努めます。 

 

【主な実施事業】 

■基幹相談支 センターの設置 

子どもも含めた障がいのある方が地域で安心して暮らせるようにサポートする中核的な

機関として基幹相談支 センターを設置し相談に応じるとともに、 要な情報提供や助

言を行うなど、地域全体の相談支 体制を強化します。 

■全天候型子どもの遊び場 

天候に関わらず、室内での遊び、交流、学び、居場所を想定した子どもの遊び場を整備

します。 

■ふく育さんの 用 

就学前の児童や放課後児童クラブを 用できない小学校３年生以下の 護者が、通院や

就職活動など家庭で一時的に育児を行うことが しい際に、訪問型の一時預かりサービ

スの 用を勧めるとともに、 用料の一部を助成し負担軽減をはかります。 

■児童館運営事業 

・南条、今庄、湯尾、河野の各小学校区にある４か所の児童館にて、地域に密着した児

童館活動を推進するため、老人クラブとの世代間交流事業や郷土文化伝承活動等を実

施します。 

・すべての児童の安全・安心な居場所を  するため、児童館にて放課後児童健全育成

事業と放課後子ども教室を実施します。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R7 

目標値 
R12 

基幹相談支 センターの設置 か所 0 1 

全天候型子どもの遊び場 か所 0 1 

ふく育さんの 用（延べ） 回 0 30 

この地域で子育てをしていきたいと思う 護者
の割合 

％ 81.4（R5） 90（R9） 
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２ 見守り支え合う人づくり 

（１）地域福祉への関心の醸成 

ボランティア活動の広報や参加の機会づくりにより、町民の地域福祉への関心を高める

事業に取り組みます。 

 

【主な実施事業】 

■ボランティア育成講座 

地域社会の福祉課題解決のため、ボランティア活動への理解や実践できる技術習得、地

域で活動できるボランティアの育成を目的とした講座や研修会を開催し、担い手の育成

をはかります。 

■地域福祉教室 

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、生活上の りごとの聞き取り、福祉課

題の解決に向けた教室を地域ふれあいサロン会場で行います。 

■介護予防サポーター養成・認知症サポーター養成事業 

参加者が地域ふれあいサロンなどの介護予防事業の支 者としても活躍できるよう、講

習内容を充実し資質向上に努めます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R6 

目標値 
R12 

ボランティア育成講座の実施 回 2 3 

地域福祉教室の開催 会場 41 45 

ボランティアスクールの開催 回 4 4 

ボランティア活動への意欲 
「ボランティア活動をしたい」人の割合 

％ 51.2 65 

介護予防サポーター登録者数 人 120 150 
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（２）地域福祉を推進する人材の養成 

地域福祉の意義や魅力、具体的な活動内容などを積極的にＰＲするとともに、ボランテ

ィア講座や研修会・体験会などを通じて若いころから地域福祉に関心を持ち、実際に活動

してもらえる人材の育成と  をはかります。 

 

【主な実施事業】 

■介護人材  ・充実奨励金事業 

町内介護サービス事業所に対し、介護人材の就業や継続雇用、介護福祉士や介護支 専

門員などの資格取得について奨励金を支給し、介護サービス従事者の定着および充実を

はかります。 

■ボランティアセンター登録事業 

地域のボランティアニーズを円滑にマッチングするため、町民・団体・企業などのボラ

ンティア登録を推進します。 

■地域ふれあいサロン 

世代を問わず誰でも参加できる町民主体の通いの場として、地域ふれあいサロンへの参

加を促し、担い手の  をはかります。 

■共に生きる力を育む福祉共育推進事業 

障がいのある方や高齢者だけでなく様々な世代や立場にある人との出会いや関わりを通

して、学校を含めた町民・関係機関・団体等の福祉への理解を深める講座を開催し、多

様性を認め合う「ともに生きる力」を育みます。 

■町民参加型  ボランティアセンター運営研修会 

町民・地域団体・企業・行政・社協など、多様な主体が協働して  ボランティアセン

ターの運営体制を学びます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R6 

目標値 
R12 

介護人材  ・充実奨励金支給件数 件 4 8 

地域ふれあいサロン参加者数（延べ） 人 9,397 9,550 

ボランティア登録者数 人 37 50 

共に生きる力を育む福祉共育推進事業 か所 3 4 

  ボランティアセンター運営研修会の実施 回 0 1 
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（３）町民の主体的な活動と公共サービスの連携 

地域のさまざまな生活課題に対応し、町民や地域団体、公共サービス等が自主的に支え

あいや助けあいの活動を進められるよう、連携して支 していきます。また、町民の主体

的な活動に対し、インセンティブ制度の導入を検討します。 

 

【主な実施事業】 

■地域支 事業における生活支 体制整備事業 

町民が主体的に企画立案する「今庄みんなの集まり」に続き、地域の課題を共有し

できる事を話し合い支え合う協議体の仕組みを生活支 コーディネーターなどと協

力し整備します。 

■地域福祉教室事業 

行政職員や社会福祉協議会職員がサロン会場などに出向き、町民の暮らしの中での

 りごとなどを把握し、課題解決に向けた助言や 助、情報提供を行うとともに、

地域での支え合い活動の推進をはかります。 

■関係各課や公共サービス事業者との連携 

公共料金や公営住宅料金の未納のある家庭について、情報共有のあり方について検 

討し、早期支 に取り組みます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R6 

目標値 
R12 

生活支 体制整備事業 

第二層協議体の設置 
か所 1 2 

地域での活動をしていない（できない）理由「活
動に参加する機会がないから」の割合 

％ 33.2 25 

介護予防サポーターのボランティア活動（延べ） 回 884 930 
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３ 協働による地域づくり 

（１）福祉以外の分野との横断的な連携と対応の促進 

福祉分野以外の庁内関係部局や団体と横断的な連携を強化し、地域共生社会の実現を目

指していきます。 

 

【主な実施事業】 

■ボランティア活動推進事業 通称「ありがとうポイント」事業 

はぴコインポイント付与による動機づけを行うことで若者・高齢者をはじめとした全町

民の社会参加と地域活動を支 します。 

■ちょこっと就労（県） 

介護施設における介護に付随する業務に週に数日、数時間程度の頻度で従事するパート

タイム就労について周知をはかることで活躍の場と人材の  を進めます。 

■ワーキングチーム会議の開催 

生活課題を抱える世帯の状況把握や地域課題の共有、対策などについて関係部局や社会

福祉協議会と協議する場を設けます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R6 

目標値 
R12 

ボランティアポイント発行数 回 0 100 

ちょこっと就労者数 人 22 35 

ワーキングチーム会議の開催 回 0 2 
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（２）公私協働の促進 

町、社会福祉協議会だけではなく、様々な団体や企業、学校等がそれぞれの事業につい

て地域福祉推進の視点に立ち、横断的に連携した施策を推進していきます。 

 

【主な実施事業】 

■フードバンク事業による企業等の社会貢献活動 

フードバンク活動は食品ロスを削減するだけでなく、食の支 が 要な世帯に対し食品

の提供を行います。フードバンクを応 するフードドライブは、企業や自治体、学校や

個人など誰でも参加できる社会貢献活動であり、「助け合いの輪」の広がりが地域のつな

がりを強くします。 

■対象者を限定しない「居場所」から「活躍の場」事業 

居場所に通い慣れ、ひきこもりなどの課題が改善した意欲のある町民の活躍の場として

特定地域づくり事業協同組合等との協働体制を整えます。 

■団体・町民による地域福祉参画を促す地域づくり 

団体や町民等がそれぞれの強みを活かしながら地域福祉活動に参加できる仕組みを整え

ます。 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

項目 単位 
現状値 
R6 

目標値 
R12 

フードバンク事業への協力企業等 団体 0 5 

マルチワーカーの調整等の特定地域づくり事業
協同組合等との協働回数（延） 

回 0 5 
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第５章    推進体制 

 

 

 

１ 協働・連携による計画の推進 

（１）町民や地域、関係団体などとの協働 

本計画を実効性のあるものとして着実に展開していくためには、民生委員児童委員協議

会や自治会、ボランティア、ＮＰＯ法人、サービス事業者、企業等との連携が 要不可欠

となります。そのためホームページや広報紙、ＳＮＳなどの媒体や機会を通して、積極的

に計画の周知・啓発に努め、既存の活動などと連携をはかりつつ、計画を推進します。 

 

 

（２）庁内の連携体制の強化 

地域福祉施策の推進にあたり、福祉施策以外の教育施策や交通施策等、日常の生活に関

連する分野との調整や協力などを行うため、庁内ワーキングチーム会議の開催等により庁

内関係各課との連携をはかり、総合的かつ横断的な施策の推進に努めます。 

 

 

（３）行政と社会福祉協議会との連携の強化 

本町のさらなる地域福祉の推進に向けて、行政と社会福祉協議会が定期的に情報共有や

意見交換を行う等連携を強化し、事業の推進をはかります。 

 

 

２ 進行管理・評価 

（１）ＰＤＣＡサイクルに基づいた進捗管理 

本計画の進行管理を目的に、町と社会福祉協議会において、各取り組み（事業等）の実

施状況・進捗状況の検証を年１回以上行い、結果をホームページで公表します。さらに、

検証結果を踏まえて各取り組みの評価を行い、 要な見直し・改善をはかります。この工

程（ＰＤＣＡサイクル）を繰り返すことで、本町の現状に即した実効性の高い計画となる

よう努めます。 
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資料編 

 

 

 

１ 本計画策定の経緯 

 

年 月 日 内 容 

令
和
７
年 

７月～８月 庁内及び社会福祉協議会での事業の評価・検証 

７月１７日（木） 

第１回 南越前町地域福祉計画等策定委員会 開催 

（１）委員長及び副委員長の選出について 

（２）地域福祉計画の概要について 

（３）全体のスケジュールについて 

（４）アンケート調査(案)について 

（５）第４次(現行)計画の検証について 

７月３０日（水）～ 

８月１５日（金） 
南越前町 地域で支え合い助け合う福祉のアンケート 

１０月１０日（金） 

第２回 南越前町地域福祉計画等策定委員会 開催 

（１）地域で支え合い助け合う福祉のアンケート調査報告 

（２）第１回庁内ワーキングチーム会議報告 

（３）第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画（骨

子案） 

１２月１７日（水） 
第３回 南越前町地域福祉計画等策定委員会 開催 

第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画（素案） 

令
和
８
年 

２月 ３日（火）～ 

２月１７日（火） 
パブリックコメント 

２月２６日（木） 

第４回 南越前町地域福祉計画等策定委員会 開催 

（１）第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画（案） 

（２）第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画（概

要版） 

３月 ５日（木） 第５次南越前町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定提言 
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２ 策定委員会設置要綱 

○南越前町地域福祉計画等策定委員会設置要綱 

令和 7年 6月 1日 

南越前町告示第 35号 

(設置) 

第 1条 社会福祉法(昭和 26年法律第 45 号)第 107 条及び同法第 109 条の規定により、地域福祉の推進

を図るための南越前町地域福祉計画及び南越前町地域福祉活動計画(以下「計画」という。)を策定する

ため、南越前町地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

(1) 計画の策定に関すること 

(2) 総合的な地域福祉の推進に 要と認められる事項に関すること 

(組織) 

第 3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。 

(任期) 

第 4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。 

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

(会議) 

第 6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。 

(事務局) 

第 7条 委員会の事務局は、南越前町 健福祉課及び南越前町社会福祉協議会事務局に置く。 

(委任) 

第 8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し 要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、令和 7年 6月 1日から施行する。 

(会議の招集の特例) 

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第 6 条の規定にかかわらず町長及び社会福祉協

議会長が行う。 

別表(第 3条関係) 

次に掲げる団体を代表する者 
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１ 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

２ 福井県丹南健康福祉センター 

３ 越前地区 護司会 

４ 南越前町民生委員児童委員協議会 

５ 南越前町民生委員児童委員協議会 主任児童委員 

６ 南越前町ひまわり会 

７ 南越前町身体障 者相談員 

８ 南越前町社会教育委員会 

９ 南越前町母子寡婦福祉会 

１０ 町内のこども園 

１１ 南越前町赤十字奉仕団 

１２ 南越前町老人クラブ連合会 

１３ 南越前町 
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３ 策定委員名簿 

５０音順、敬称略 

◎＝委員長、○＝副委員長 

団体名等 役職名 氏名 備考 

福井県丹南健康福祉センター 武生福祉 健部長 市川 宏枝  

南越前町民生委員児童委員協議会 会長 今村ゆみ子 ◎ 

社会福祉法人 

福井県社会福祉協議会 
地域福祉統括課長 岩田さおり  

南越前町母子寡婦福祉会  会長 笛吹小夜子  

南越前町身体障 者相談員 相談員 北村 清香  

南越前町ひまわり会 会長 小林 寿夫  

南越前町老人クラブ連合会  会長 高谷 皓之  

越前地区 護司会  護司 田中 正則  

南越前町民生委員児童委員協議会 主任児童委員 内藤惠美子  

今庄なないろこども園 園長 渕田 裕子  

南越前町 副町長 松村 仁史  

南越前町赤十字奉仕団 委員長 的矢 直子  

南越前町社会教育委員会 委員長 和田 幸江 ○ 
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